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はじめに

• このスライド資料は、令和4年12月2日時点のパンフレットをもとに

作成しています。

•令和5年4月以降の改正は反映されていません。

•私は、この助成金を申請したことがありません。

•今回は、顧問先に紹介できるよう、勉強してみたものを発表させて

いただきます。
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人材開発支援助成金とは？

労働者の職業生活設計の全期間を通じて、

段階的かつ体系的な職業能力開発を

効果的に促進するため、

事業主等が雇用する労働者に対して

職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるた

めの職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、

訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度
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人材開発支援助成金人への投資促進コース
①高度デジタル人材訓練、②成長分野等人材訓練

高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成を
新設

②情報技術分野認定実習併用職業訓練

ＩＴ分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する事業主に対する高率助成の新設(OFF-JT
とOJTを組み合わせた訓練）

④定額制訓練

サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成の新設

⑤自発的職業能力開発訓練

労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成の新設

⑥長期教育訓練休暇等制度

働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を導入する事業主への助成
の拡充
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長期教育訓練休暇制度

働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短時間勤務等制度（所
定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除）を導入する事業主への助
成
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人の投資促進コースの助成率・助成額①
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• （）内の助成率（額）は、生産性要件※を満たした場合の率（額）です。なお、高度デジタル人

材訓練と成長分野等人材訓練については、生産性要件はありません。

• 賃金助成額（訓練期間中に支払われた賃金に対する助成）は、１人１時間当たりの額です

（※長期教育訓練休暇制度は１人１日当たりの額）。OJT実施助成額は、１人１訓練当たりの

額（定額）です。

• 「高度デジタル人材訓練」「成長分野等人材訓練」「情報技術分野認定実習併用職業訓練」

は、資格取得経費（受験料)も助成対象になります。

• 人への投資促進コースの修了後に正社員化した場合は、キャリアアップ助成金（正社員化

コース）の加算対象になります（「情報技術分野認定実習併用職業訓練」は除く）

人の投資促進コースの助成率・助成額②
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生産性要件

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要
（令和５年度の雇用関係助成金等） 令和5年3月17日より抜粋

8



１事業所が１年度に受給できる助成金の限度額

9



経費助成：受講者1人当たりの助成金の限度額
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賃金助成
受講者１人当たりの限度日数／時間

11



受講者１人当たりの支給回数の制限
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助成金の支給の流れ
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「職業能力開発推進者」と「事業内職業能力開発計画」

14



支給申請の提出期間
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支給要件：対象となる事業主
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支給要件：対象となる労働者
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支給要件：対象となる訓練
ＯＦＦ－ＪＴ 事業内訓練
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支給要件：対象となる訓練
ＯＦＦ－ＪＴ 事業外訓練
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支給要件：対象とならない訓練 ＯＦＦ－ＪＴ
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支給要件：対象とならない訓練実施方法ＯＦＦ－ＪＴ
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その他の除外時間
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支給要件：対象となる経費
ＯＦＦ－ＪＴ 事業内訓練
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支給要件：対象となる経費
ＯＦＦ－ＪＴ 事業外訓練

支給要件：対象となる賃金
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支給要件：対象とならない経費
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